
対　象　区　域

南部ブロック居住の朝市生産者立売組合員対象

本宮一丁目～七丁目、向中野一丁目～七丁目、北飯岡一丁目～四丁目、下鹿妻字、本宮
字、仙北町字、向中野字

繋字

下太田、中太田、上太田、猪去、上鹿妻

大ヶ生、乙部、黒川、手代森

東安庭一丁目～三丁目、門一丁目～二丁目、東中野字、東安庭字、門字

4
飯岡新田、上飯岡、下飯岡、羽場、湯沢、流通センター北一丁目、湯沢西一丁目～三丁
目、湯沢東一丁目～三丁目、湯沢南一丁目～二丁目

5
三本柳、津志田、永井、西見前、東見前、津志田中央一丁目～三丁目、津志田町一丁目～
三丁目、津志田西一丁目～二丁目、津志田南一丁目～三丁目

川目、簗川、根田茂、砂子沢

中野一丁目～二丁目、東中野町、東山一丁目～二丁目、川目町、高崩

7
仙北一丁目～三丁目、東仙北一丁目～二丁目、南仙北一丁目～三丁目、西仙北一丁目～
二丁目

8
鉈屋町、大慈寺町、神子田町、松尾町、八幡町、南大通一丁目～三丁目、茶畑一丁目～二
丁目

9
馬場町、下ノ橋町、清水町、肴町

志家町、住吉町、山王町、天神町、上ノ橋町、加賀野一丁目～四丁目、新庄町、東新庄一
丁目～二丁目、東桜山、つつじが丘、小杉山、加賀野字

紺屋町、神明町、若園町、中ノ橋通一丁目～二丁目

浅岸字、浅岸一丁目～三丁目、新庄字
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